
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人山口敏男の上告理由第一・二点について。

　原判決が、手形面の記載以外の事実に基づいて行為者の意思を推測して記載を変

更ないし補充解釈することができず、かつ、支払人の記載が明白な誤謬であるとも

認められないとしたうえ、本件手形の支払人は訴外Ｄであつて、被上告人でないこ

とが明らかであるとして、被上告人の本件為替手形の引受を無効であるとした原判

決の結論は、手形行為についてはその外観を重視して解釈すべきことにかんがみれ

ば、当審も、正当として、これを是認することができる。�

　原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は、結局、採用しが

たい。

　同第三点について。

　所論の点の原判決の判断は相当である。

　原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の認定していない事

実を前提とし、または、証拠の取捨・判断、事実の認定を非難するに帰し、採用し

がたい。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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